
大隅曽於地区消防組合からのお知らせ 
 

「火の取扱いの注意について」 
令和５年は，令和４年と比べて，火災が多く（12件）発生しました！ 

特に，「たき火」，「田畑の野焼き」から火災になるケースが多かったので，火の取

扱いには，十分注意してください。 

火災発生時に「コミュニティ FM」又は「防災行政無線」から緊急放送が流れます。 

火災の種別は，①～⑤が流れます。 

 

 

 

 

 

 

●大隅曽於地区消防組合：災害情報案内（テレガイド）について 

 火災等が発生しているときに自動音声が流れます。 

 電話番号０９９―４８２－５５９９ 

 

 

 

 

① 「建物火災」 建物又はその収容物の火災 

② 「林野火災」 森林，原野等の火災 

③ 「車両火災」 車両等の火災 

④ 「船舶火災」 船舶等の火災 

⑤ 「その他火災」 ①～④以外の田畑，空地，河川敷等の火災 


